
   令和４年度（２０２２年度）熊本県湯島峯公園環境整備事業補助金交付要項 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、観光振興による交流人口の拡大に寄与し、湯島の活性化を図るため、

湯島峯公園の環境整備事業を行う上天草市に対し、予算の範囲内において補助金を交

付するものとし、その交付については、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県

規則第３４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要項に定めるとこ

ろによるものとする。 

 

（補助対象市町村） 

第２条 補助金の交付対象となる市町村は、上天草市とする。 

 

（補助対象期間） 

第３条 補助金の交付対象となる期間は、令和４年（２０２２年）４月１日から令和５

年（２０２３年）２月２８日までの期間とする。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、上天草市

が上天草市湯島峯公園環境整備事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。)に基づ

き、峯公園の景観向上のための雑木等の伐採、峯公園を含めた湯島の周遊につながる

ために必要な観光スポットの整備等に係る事業及びこれらを活用した誘客促進事業

として、補助金の交付を決定した事業とする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条に掲

げる事業に要する経費のうち、上天草市が要綱に基づき補助した経費とする。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の１０分の１０以内とし、１，０００千円を上限

額とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 上天草市が規則第３条第１項の規定による交付の申請を行う場合は、交付申請

書（別記第１号様式）によるものとする。 

２ 前項の申請書に添付すべき資料は、次の各号のとおりとする。 

（１）事業計画書（別記第２号様式） 

（２）その他知事が必要と認める書類 

 

 



（補助金の交付決定） 

第８条 規則第６条の規定による補助金の交付決定の通知は、交付決定通知書（別記第

３号様式）により行うものとする。 

 

（補助対象事業の内容変更） 

第９条 上天草市は、前条の規定による交付決定を受けた後、補助対象事業の内容に著

しい変更が生じた場合は、あらかじめ変更申請書（別記第４号様式）に次に掲げる書

類を添えて、知事に提出しなければならない。 

（１）事業変更計画書（別記第５号様式） 

（２）その他知事が必要と認める書類 

２ 規則第７条第２項の規定による補助対象事業の内容等の変更の決定通知は、変更交

付決定通知書（別記第６号様式）により行うものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第１０条 規則第８条の規定による申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定

の通知を受けた日から起算して１０日を経過する日までとする。ただし、知事が特に

必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。 

 

（状況報告） 

第１１条 規則第１１条の規定による状況報告は、遂行状況報告書（別記第７号様式）

によるものとする。 

 

（実績報告） 

第１２条 規則第１３条の規定による実績報告は、実績報告書（別記第８号様式）によ

るものとする。 

２ 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次の各号のとおりとする。 

（１）実績報告書明細（別記第９号様式） 

（２）その他知事が必要と認める書類 

３ 第１項に定める実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了した日の翌日から

３０日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の３月１０

日のいずれか早い日とする。 

 

（補助金の額の確定） 

第１３条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定通知は、交付確定通知書（別記

第１０号様式）により行うものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１４条 規則第１６条第１項の規定による補助金の請求は、交付請求書（別記第１１

号様式）によるものとする。 



 

（決定の取消し） 

第１５条 知事は、上天草市が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助対象事業

に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は知事の

命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す

ことができる。 

２ 知事は、上天草市が上天草市補助金等交付規則第１７条に基づき補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消す場合は、上天草市に対し、当該補助金に係る補助金の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

３ 前２項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後に

おいても適用があるものとする。 

４ 第８条の規定は、第１項又は第２項の規定による取消しをした場合について準用す

る。 

 

（補助金の返還） 

第１６条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当

該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、上天草市に対し、

その返還を命ずるものとする。 

２ 知事は、上天草市に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、上天草市に対し、その返還を命ずるものとす

る。 

３ 知事は、上天草市が要綱第１２条に基づき補助金の返還を命じた場合は、上天草市

に対し、上天草市が返還を命じた額の全額の返還を命ずるものとする。 

４ 前３項の規定による補助金の返還の期限については、返還の命令がなされた日から

２０日以内とする。 

 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還） 

第１７条 上天草市は、補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により

当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額を別記第１２

号様式により速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合は、上天草市に対し、当該補助金に係る消費税等

仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。 

 

（財産の処分の制限） 

第１８条 規則第２１条第２項に規定する財産の処分を制限する期間は、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定する耐用年数に相

当する期間とする。 

 

 



（証拠書類の保管期間） 

第１９条 規則第２３条に規定する証拠書類の保管期間は、補助金の交付を受けた日の

属する会計年度の終了後５年間とする。 

 

（雑則） 

第２０条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 この要項は、令和４年（２０２２年）５月１６日から施行し、令和４年（２０２２年）

４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


